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第 5号様式(第 7条関係)  

  

会議録  

会議の名称  令和５年度第１回清須市保健福祉計画策定委員会（障害者部会）  

開催日時  令和５年７月２０日 木曜日午後１時００分から２時１０分まで  

開催場所  清須市役所北館２階 第１・２会議室  

議題  

・第６期清須市障害福祉計画・第２期清須市障害児福祉計画の進捗状

況について 

・第４期清須市障害者計画・第７期清須市障害福祉計画・第３期清須

市障害児福祉計画策定の考え方について  

会   議   資   料 

・第６期清須市障害福祉計画・第２期清須市障害児福祉計画 進捗状

況について  

・第４期清須市障害者計画・第７期清須市障害福祉計画・第３期清

須市障害児福祉計画策定の考え方について 

・アンケート調査票（案） 

公 開 ・ 非 公 開 の 別  

(非公開の場合はその理由)  
公開  

傍 聴 人 の 

(公開した場合)  

数 
１人  

出 席 委 員 
時田委員、山口委員、太田委員、田中委員、渡辺委員、髙橋委員、

安ノ井委員、打保委員、石原委員、オブザーバー岩田委員  

欠 席 委 員 ２人  

事 

 

務 局 

〔社会福祉課〕 

鈴木課長、岡田課長補佐、石黒障害福祉係長、秋田主任、 

祖父江保健師 

会 議 の 経 過 

１ 開会  

（事務局）  

定刻となりましたので、ただいまより「令和５年度第１回清須市保

健福祉計画策定委員会（障害者部会）」を開会します。  

本日、司会を務めます健康福祉部社会福祉課長の鈴木です。よろし

くお願いします。  

清須市保健福祉計画策定委員会設置要綱第７条に規定されておりま

すが、委員及び部会の庶務は社会福祉課が行います。本日は第１回目

の策定委員会であり、会議の議長となる委員長がまだ選出されていま

せんので、委員長の選出までは事務局で進行させていただきます。恐

縮ですが、以降、着座にて進行させていただきます。 
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はじめに、本日の出席状況についてご報告します。本日は、加藤委

員と近藤委員の２名が所用によりご欠席とご連絡をいただいています

のでご承知おきください。 

次に、永田純夫市長よりご挨拶申し上げます。  

 

２ 挨拶 

（市長）  

改めましてこんにちは。本日も厳しい暑さとなりましたが、午前中

に東海地方の梅雨明けが発表され、今後、更に厳しい暑さが続いてい

くと思います。委員の皆さまにおかれましては、本日はお忙しいな

か、ご出席いただきましてありがとうございます。 

新型コロナウイルス感染症から３年半が経ち、ようやく元の生活に

戻りつつあると感じています。市や各種団体、各町内のイベントも元

のように再開されつつあります。ただ、現在も感染者は延びており、

若い方の感染が増えてきています。今後も感染対策防止はしっかりと

続けていただきたいと思います。 

さて、本日の委員会ですが、第４期清須市障害者計画、第７期清須

市障害福祉計画、第３期清須市障害児福祉計画の策定です。これまで

市でも、障がい者団体の皆さまや障がいをお持ちの方の家族の皆さま

と意見交換を通じて、障がいをお持ちの方でも住み慣れた地域で生活

をしていただけるように取り組んできました。引き続き、障がいの有

無にかかわらず、市民が安全で安心して暮らしていけるように頑張っ

ていきたいと思っています。計画策定にあたりまして、委員の皆さま

には忌憚のないご意見を賜りますようお願いを申し上げまして、ご挨

拶とさせていただきます。本日もどうぞよろしくお願いします。 

（事務局） 

それでは、次第３に移ります。 

 

３ 委員紹介 

～委員紹介～ 

（事務局） 

 永田市長は他の公務により、これより退席させていただきます。 

 それでは、次第４に移ります。 

 

４ 役員選出 

清須市保健福祉計画策定委員会設置要綱第５条に委員会に委員長

及び副委員長を１人置くとあります。また、第２項で委員長は、委

員の互選により選出し、副委員長は、委員長が指名するとなってい

ます。これについて、ご意見等がありましたらご発言をお願いしま

す。 
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（髙橋委員） 

 時田委員に委員長をお願いしたいです。 

（事務局） 

 ただいま高橋委員より、委員長は時田委員にお願いしたいと推薦

をいただきました。委員の皆さまはいかが思いますか。 

（委員一同） 

 異議なし。 

（事務局） 

 委員一同異議なしであったので、委員長は時田委員にお願いしま

す。副委員長は委員長が指名するとあるので、時田委員長より副委

員長の指名をお願いします。 

（時田委員長） 

 では、山口委員に副委員長をお願いします。 

（事務局） 

 ただいま時田委員長より、副委員長は山口委員にお願いしたいと

指名をいただきましたので、よろしくお願いします。 

 ここで、事務局から委員長に提案があります。清須市保健福祉計

画策定委員会設置要綱第２条において、障害者に関する計画、保健

福祉に関する計画と分かれており、役割を明確化するために同要綱

第６条に規定する部会を設置し、今後の策定委員会については、障

害者部会という位置づけで開催したいと思いますが、委員の皆さま

はいかが思いますか。 

（時田委員長） 

 ただいま事務局から、「今年度の策定委員会については、障害者

部会としての位置づけとしてはどうか」と提案がありました。私と

しては、今年度策定する第４期清須市障害者計画、第７期清須市障

害福祉計画、第３期清須市障害児福祉計画はまさに、障がい者に関

する計画となっており、保健福祉に関する計画とは性質が異なると

思われるので、障害者部会を設けまして、今年度の策定委員会は障

害者部会という位置づけで問題がないと考えていますが、皆さまい

かがでしょうか。 

（委員一同） 

 異議なし。 

（時田委員長） 

 委員一同異議なしということなので、事務局案のとおり対応させ

ていただきます。 

 それでは、本日の策定委員会については、障害者部会を設置する

ことといたします。 

（事務局） 
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 ありがとうございました。 

（事務局） 

 それでは、委員長に障害者部会の設置を認めていただきましたの

で、設置要綱第６条、第３項に部会長は会長の互選により選出し副

部会長は会長が指名するとなっているのですが、これについてご意

見がありましたらお願いします。 

（髙橋委員） 

 部会長についても時田委員長にお願いしたいです。 

（事務局） 

 ただいま、髙橋委員より委員長には時田委員長にお願いしてはど

うかという意見をいただきましたが、いかが思いますか。 

（委員一同） 

 異議なし。 

（事務局） 

 異議なしということなので、部会長には時田委員長にお願いしま

す。また、設置要綱には、副部会長は部会長が指名するとなってい

るので、時田部会長には副部会長の指名をお願いします。 

（時田委員長） 

 それでは、副部会長には山口副委員長にお願いします。 

（事務局） 

 それでは、山口副委員長に副部会長をお願いします。よろしくお

願いします。 

 それでは、時田委員長より挨拶をお願いします。 

（時田委員長） 

 この度、委員長と部会長に任命された社会福祉協議会会長を務め

ている時田です。どうぞよろしくお願いします。 

 社会福祉協議会の目的である、市民一人ひとりが自分らしく安心

して暮らせる福祉のまちづくりを推進するため、保健福祉策定委員

会の委員長と部会長を務めさせていただきます。どうぞよろしくお

願いします。 

（事務局） 

これより議事に入りますが、ここで、ここで議事運営につきまし

て、お願いを申し上げます。会議での発言方法ですが、会議で発言し

ていただく際には、必ず挙手をしていただき、会長の指名を受けた

後、係の者がマイクをお持ちいたしますので、マイクを通じてご発言

いただくといった形でお願いします。  

それでは、以降の議事進行は時田部会長にお願いします。 

（時田部会長） 

議事に入る前に、会議録署名委員のご指名をさせていただきます。  
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本日の会議録署名委員は、太田委員と田中委員にお願いしたいと思

いますので、よろしくお願いします。  

それでは、本日の議事に入ります。 

  

５ 議事 

（１）会議の公開について 

（時田部会長） 

議事（1）「会議の公開について」事務局から説明をお願いいたしま

す。 

（事務局） 

 【資料に基づき説明】 

（時田部会長） 

ただいま事務局から説明がありました。内容についてご意見、ご

質問があればよろしくお願いいたします。ないようなので次の議題

に移ります。 

 

（２）第６期清須市障害福祉計画・第２期清須市障害児福祉計画

の進捗状況について 

（時田部会長） 

議事（２）「第６期清須市障害福祉計画・第２期清須市障害児福

祉計画の進捗状況について」事務局より説明をお願いします。 

（事務局） 

【資料に基づき説明】 

（時田会長） 

 ただいま事務局から説明がありました内容についてご意見、ご質

問があればよろしくお願いします。 

（太田委員） 

先日、愛知県身体障害者福祉団体連合会で各市町村の障がい者数

に対して入会した会員の方の割合を聞きました。清須市の手帳所持

者は 3,270人で、会員は４月 26日付けで 223人なので、約 6.8％

であり非常に少ないです。飛島村は 35％が会員であり、その背景

としては、福祉課でイベントを開催し、そこで会に勧誘していると

聞きました。清須市でも可能であれば、福祉課がイベントを開催し

ていただければと思います。よろしくお願いします。 

（時田部会長） 

 そのようなイベントでの勧誘の案内はよい方法だと思います。 

 その他なにかありますか。 

（田中委員） 
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 ９ページのペアレントメンターについて、ご説明ありがとうござ

いました。ピアサポート活動の推進についてです。ピアサポートと

いうと、当事者同士、当事者の家族同士が支え合うような活動にな

るのですが、ここの利用ガイドの中には「集まる場を提供する際の

一時預かりなどを行う」と書いてあります。会の活動のなかで、小

さい子どもを持つ母親たちが、集まりにくいというような声がある

ので、一時預かりやボランティアで来て下さる人がいればよいなと

思いますが、そういったようなサポートがこれに挙がるのでしょう

か。また、計画値が１ということですが、これは何の１ですか。参

加人数というのは、どなたが参加した場合ですか。 

 15ページ、保育所等訪問支援について、計画値３、実績値 1.8

で、進捗状況には「利用者がほぼ固定されている」と書いてありま

す。施設入所はもちろん固定されるかと思うのですが、保育所等訪

問支援というのは、どちらかというといろいろな保育園や幼稚園、

小学校の方で困っているお子様の支援について、聞きたいことがあ

る保育士、母親がいると思います。固定されている状況自体はどう

なのだろうという疑問です。清須市に関しては、加配がなくて制度

として確立していないなか、保育士さんたちが試行錯誤して障がい

のある子ども達を預かって下さっているという現状が親の会でたび

たび話題に上がります。そのなかで、専門的見地で助言が受けられ

る保育所等訪問支援は利用の拡大を推進してくべき大きなものだと

考えています。それについて福祉課の考えをお聞かせください。 

（事務局） 

 ピアサポート活動の推進について、こちらの事業については計画

には上がっているのですが、中々進んでいないのが現状です。市と

して主催する事業は進めていかなければならず、ボランティア団体

がやっている事業を参考にしながら、市でも事業を展開していきた

いと考えています。そういった事業のなかで参加していただける方

を数値として挙げており、数値目標としては少ないものではある

が、今後進めていきたいと考えています。 

 15ページ保育所等訪問支援については、さきほど、田中委員の

意見でもあったように、拡大、推進していくような事業であるとい

うことはおっしゃる通りです。市のほうでも利用者について「固

定」ということで表現しているのですが、ここについては、事業の

周知ができていないところがあり、利用者は固定と考えています。

今後は事業の周知を進めていき、利用者数の増加を目指していきた

いです。 
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（安ノ井委員） 

 ８ページにペアレントメンターの養成等が計画に入っているのは

非常によいことだと思います。ただ、ペアレントメンターの計画値

１についてはよくわかりません。０という数値もあります。ペアレ

ントメンターの養成から考えると、メンターになりたい保護者が参

加し、厳しい研修を終えればメンターとして活動していくのです

が、おそらく清須市の人がペアレントメンターになっていないとい

うことで数値が０となっていると推測しています。清須市の人が参

加し、メンターの活動をしたいという人がいたら、すぐに実績値が

出てくるのかなと思っています。この事業について力添えができる

ことがあれば、ぜひお声掛けください。 

今後の参考にしたいので、数値が０の理由を教えてほしいです。 

（事務局） 

 なぜ数値が０なのかというと、清須市でまだ実績がないからで

す。先ほど説明をさせていただいたのですが、令和６年度に３年に

１度愛知県が主催しているペアレントメーター養成講座が実施され

ます。そちらを活用して事業を推進していけたらと思います。 

（安ノ井委員） 

 私は個人で計画相談の仕事をしているのですが、様々な協議会で

「計画相談の相談員が不足している」との声を多く聞きます。事業

的には計画相談支援ということで、７ページにあるのですが、実績

は増えていると感じています。今は幼児が児童発達支援に通われる

ということが増えており、それに相談員をつけてほしいという声を

よく聞きます。私の事業所もそうなのですが、なかなか相談員が増

えていません。福祉サービスの計画をつくる人がいないと、なかな

か利用促進に繋がらず、実績が増えていきません。そこの元になる

ような相談員を増やしていくような補助金等の支援があればお願い

したいです。 

（時田会長） 

 他にご意見等はありませんか。なければ次の議題に移ります。 

 

（３）第４期清須市障害者計画・第７期清須市障害福祉計画・第

３期清須市障害児福祉計画策定の考え方について 

（時田部会長） 

 「第４期清須市障害者計画・第７期清須市障害福祉計画・第３期

清須市障害児福祉計画策定の考え方について」事務局より説明をお

願いします。 
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（事務局） 

【資料に基づき説明】 

（時田部会長） 

 ただいま事務局から説明がありました。内容についてご意見、ご

質問があればよろしくお願いします。 

（太田委員） 

アンケートの最初のページ５行目に「市内にお住まいの障害者手帳

をお持ちの方及び障害福祉サービスなどを利用されている方に」とあ

ります。市外に住んでおり、市内の障害福祉サービスを利用している

人もいると思うのですが、これは市外で生活されている方にも配られ

るのですか。 

（事務局） 

基本的には市内にお住まいの方を対象としてアンケートを行いま

す。 

（太田委員） 

問 47設問の文章の最後にも丸を何個つけてよいのかを書いたほう

がよいのでは。 

（事務局） 

 わかりました。 

（髙橋委員） 

確認ですが、１ページと 14ページに性別の話が出ています。「３.

その他」とあるのは、性的少数者のことを意味しているのでしょう

か。また、障害者手帳の中に性別は「男性、女性、その他」と記載し

てあるのでしょうか。 

（事務局） 

 障害者手帳の中には、性別の記載はありません。 

（髙橋委員） 

このアンケートは最近の性的マイノリティのことを踏まえて「その

他」の選択肢があるということでしょうか。 

（事務局） 

そうですが、記載方法については検討します。 

（渡辺委員） 

１ページの問５の設問に『グループホーム、福祉施設などを利用さ

れている方は「６.その他」としてください』とありますが、選択肢

「７．いない」の②にグループホーム、施設等を利用しているためと

書いてあります。グループホーム、福祉施設を利用している人は、

「６．その他」と②に丸をすればよいのですか。また、住所は清須市

にあり、グループホームが市外にある場合は、アンケートは送られな

いのでしょうか。 
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（事務局） 

アンケートは住民票のあるところに届きます。その方が市外の施設

に入っていても、その住民票がある自宅に届く形となります。 

問５の記載内容はわかりづらい所があるので整理して、わかりやす

く変更します。 

（渡辺委員） 

12ページにある権利擁護についての問は、本人ではあまり答えにく

いような質問があるのではないかと思いますが、保護者の目線で回答

していけばよいということですか。 

（時田部会長） 

アンケート案の表紙に記載がありますので、保護者の代筆で大丈夫

だと思われます。 

（渡辺委員） 

障がい者団体へのヒアリングとありましたが、ヒアリングは面談を

するのですか。それとも書類で書いて提出ですか。 

（事務局） 

ヒアリングの方法についてですが、メール等でヒアリングシートを

送り回答をいただくという形です。内容についてお聞きしたいことが

あれば、直接お伺いできればと思っています。 

（田中委員） 

７ページの就学の状況についてです。現状、共生社会につなげるた

めのインクルーシブ教育の推進ということに学校は動いていると思う

のですが、実際には分離教育が進んでいるのではないかという現状が

あり、親の会でも話題に上がります。聞いた話ですが、10年前の清須

小学校では、特別支援学級が２クラス４人だったのが、今は６クラス

25人と膨らんでいるようです。それによって特別支援学校への入学人

数もどんどん増えてきて教室が足りないという現状です。問 25に

「障がいのある児童・生徒の就学環境として希望されるのはどれです

か」とあるのですが、希望と現実を照らし合わせた時に、地域の学校

に通わせたいけれども、地域の学校の現状を知ると、その子の障がい

に応じた支援をしてもらえないのでは、というような消極的な理由で

特別支援学校を選ばざるを得ない方も多数います。例えば、回答する

保護者が２に丸をつけたとしても、思いとしては正反対だったりする

こともあるのではないかと思い、この問に選択した理由を書くところ

があると、どういう内容でこの回答となっているのか、親御さんの本

心が聞けるのではないかなと思いました。 

また、就学前の問として、「就学前の環境として、どういったもの

を希望されますか」という、幼稚園、保育園に就学する前について聞

く問があってもよいと思います。保育園に障がい児が入れないとの声
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を聞くことがあるので、就学前の親の声を拾えるようなアンケートに

していただけるとよいと思います。 

（岩田委員） 

問 24の選択肢２は「小・中学校、高等学校（通常学級）」となって

いるのですが、通信制の高校もあるので回答しにくい人もいるかもし

れません。高等学校は多様化してきており、障がいのあるの方は、場

所には通うことができないけれど、通信なら勉強できるという方もい

ますので、そのようなこともふまえていただけるとよいと思います。 

（時田部会長） 

その他にご意見はありませんか。またお気づきの点がありました

ら、事務局までご連絡ください。他にご意見がないようなので、本

日、予定されていました議事は全て終了しました。 

事務局に返します。 

 

（４）その他 

（事務局） 

 本日は多くの貴重なご意見をありがとうございました。本年度は第

４期清須市障害者計画・第７期清須市障害福祉計画・第３期清須市障

害児福祉計画の策定にともない、この会を含めまして、４回の策定員

会の開催を予定しています。皆さまのご意見等を参考にして、本市の

現状に即した計画策定にしていきたいと考えています。委員の皆さま

におかれましては、今後とも、ご尽力のほどよろしくお願いします。 

（時田部会長） 

本日は委員の皆さまより様々なご意見をいただき、誠にありがと

うございました。 

 

３.閉会 

（事務局） 

これをもちまして、「令和５年度第１回清須市保健福祉計画策定委

員会（障害者部会）」を閉会します。 

 

問 合 せ 先 
健康福祉部 社会福祉課電話 ０５２－４００－２９１１ 

（内線１５１５、１５１４）  

 

 


